
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 本庁舎警備案内業務 

 契 約 業 者 名 ポート産業株式会社 

 随意契約の理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に該当 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

当該本庁舎警備案内業務は、時間外（閉庁日含む）における本庁舎の警備、市民開放部

分の警備案内業務を行うものである。また業務中の災害時等における緊急事態にも対応す

るものであるため庁舎運営にあたっては必要不可欠なものである。 

この度令和８年度の事業者選定のために経理契約による入札を行ったが落札者がなく不

調となった。再度の入札には時間を要し、入札および業者決定から業務開始までの期間を

設けることができなく、4/1からの業務開始に間に合わない。また期間変更に伴い、仕様

書等を見直す必要が生じ、入札期間等も必要となるため２か月間、現在業務を履行してい

る上記会社に随意契約を行うものである。 

 

 

担当部署 

（問合せ先） 

 

行財政局庁舎課  （電話番号３２２－５０６５） 

 


